
長井市指定避難所・指定緊急避難場所について

地震 水害
土砂
災害

1 長井高等学校体育館 長井市四ツ谷二丁目５－１ ○ 〇 ○ × ○

2 長井工業高等学校体育館 長井市幸町９－１７ ○ 〇 ○ × ○

3 長井小学校体育館 長井市ままの上５−２ ○ 〇 ○ × ○

4 ケミコンデバイス㈱長井工場　体育館 長井市幸町１－１ ○ 〇 ○ ○ ○

5 長井市役所 長井市栄町１－１ 〇 〇 ○ ○ ○

6 観光交流センター （道の駅） 長井市東町２－５０ 〇 ○ × ○

7 慈光園 長井市小出３４５３ 〇 ○ △ △ ※水害・土砂災害時は２階以上へ

8 長井北中学校体育館 長井市成田２８８３ ○ 〇 ○ ○ ○

9 致芳小学校体育館 長井市五十川１０９１ ○ 〇 ○ ○ ○

10 致芳コミュニティセンター 長井市五十川２３１６ ○ 〇 ○ × ○

11 東五十川公民館 長井市五十川３９５６－３ 〇 ○ × ○

12 白兎集会センター 長井市白兎１５５１ 〇 ○ ○ ○

13 寺泉コミュニティセンター 長井市寺泉２８３７ 〇 △ ○ ○ ※地震時は施設一部使用制限

14 上郷地区構造改善センター 長井市寺泉３７３８ 〇 ○ ○ ○

15 川原沢集落センター 長井市川原沢１６３１－１ 〇 ○ ○ ○

16 西根小学校体育館 長井市草岡３７５ ○ 〇 ○ ○ ×

17 西根コミュニティセンター 長井市草岡３２２ ○ 〇 ○ ○ △ ※土砂災害時は２階へ

18 草岡新町公民館 長井市草岡１４３４ 〇 × ○ ○

19 勧進代中部公民館 長井市勧進代１４３８－２ 〇 ○ ○ ○

20 置賜生涯学習プラザ 長井市九野本１２３５－１ ○ 〇 ○ ○ ○

21 平野コミュニティセンター 長井市九野本３１７４−１ ○ 〇 ○ ○ ○

22 平野小学校体育館 長井市九野本３１１８ ○ 〇 ○ ○ ○

23 子坂公民館 長井市平山２７５７－２８ 〇 ○ ○ ○

24 平野児童センター 長井市九野本３１７５ 〇 ○ ○ ○ ※平野コミュニティセンターが収容人数を超過した場合に追加利用

25 伊佐沢コミュニティセンター 長井市上伊佐沢７３１２ ○ 〇 ○ ○ ○

26 伊佐沢小学校体育館 長井市上伊佐沢２０２７ ○ 〇 ○ ○ ○ ※伊佐沢コミュニティセンターが収容人数を超過した場合に追加利用

27 伊佐沢児童センター 長井市中伊佐沢１２５６－２０ 〇 ○ ○ ○ ※向山荘が収容人数を超過した場合に追加利用

28 向山荘 長井市中伊佐沢１２５６－８ ○ 〇 ○ ○ ○

29 山形工科短期大学校（大石） 長井市上伊佐沢６９５８－１ 〇 ○ ○ ○

30 豊田小学校体育館 長井市歌丸９７６ ○ 〇 ○ ○ ○

31 豊田児童センター 長井市歌丸２４７５ 〇 ○ ○ ○ ※豊田小学校体育館が収容人数を超過した場合に追加利用

32 豊田コミュニティセンター 長井市時庭２５４ ○ 〇 ○ × ○

33 長井南中学校体育館 長井市泉１８１９－１ ○ 〇 ○ ○ ○

福祉避難所について

№ 電話番号

1 88-2711

2 84-3021

3 88-5557

4 84-6801

5 84-7575

6 87-0567

7 83-3315

8 88-2079

9 88-9127

10 88-9011

11 88-3711

12 84-2897

13 88-9211

14 87-8000

山形県立泉荘 長井市今泉1812番地

𠮷川記念病院 長井市成田１８８８番１

養護老人ホーム　おいたま荘 長井市今泉1857番地6

長井市老人福祉センター 長井市館町北6番19号

せせらぎの家 長井市成田1026番地1

リバーヒル長井通所リハビリセンター 長井市寺泉3525番地の1

福祉支援センター　すぎな 長井市森654番地

特別養護老人ホーム　寿泉荘 長井市今泉1857番地

慈光園中央デイサービスセンター 長井市ままの上7番10号

介護老人保健施設　リバーヒル長井 長井市寺泉3525番地の1

地域密着型特別養護老人ホーム　野の香 長井市館町南9番63号

特別養護老人ホーム　慈光園 長井市小出3453番地

慈光園デイサービスセンター 長井市小出3453番地

ケアハウス　ウェルフェア慈光園 長井市小出3453番地

※災害区分で「×」がついている災害では、その施設へは避難できません。「○」がついている災害では使用可能です。「△」のついている災害では、状況により避難可能か判断します。

※災害時、すべての避難場所を開設するわけではありません。

「福祉避難所」とは、一般の避難所では生活に支障をきたす要配慮者に対し、人員、設備面で一定の配慮がなされている施設です。

避難所開設にあたっては災害対策本部で受け入れ調整を行ってからとなりますので、福祉避難所へ直接避難することはできませんのでご注意ください。

施設名 所在地

「指定避難所」とは、災害の危険がなくなるまで滞在したり、家に戻れなくなった方が一定期間滞在する場所です。

「指定緊急避難場所」とは、災害が発生し、または発生のおそれがある場合に、危険から逃れるために一時的に避難する場所です。

№ 施設名・場所名 所在地
指定

避難所
指定緊急
避難場所

災害区分
備考


